
特　記　仕　様　書

1． 適用範囲

（１）本特記仕様書は大仙市農林整備課発注の安全・安心な森整備事業の緩衝帯等整備に

適用する。

（２）本業務は『緩衝帯等整備事業実施基準（令和５年３月３１日改正森-3389）』に基づき

実施すること

２． 目　　的

本業務は、野生動物と人との不和が生じている森林を緩衝帯等の整備により野生動物の出没

抑制をはかることを目的とする

３． 事　業　名 緩衝帯等整備事業（秋田県水と緑の森づくり税　安全・安心な森整備事業）

４． 委託業務名 大仙市西部地区緩衝帯等整備業務委託

５． 業務委託場所 刈和野一ト鶴・一ト鶴岱地区　他４カ所

６． 委託期間 自　　令和７年６月６日 　　至　　令和７年１０月３１日

７． 業務の内容及び数量

調査・測量（森林確認調査・周辺測量）A=8.75ha

森林整備　（下刈）A=8.75ha　　（枝打ち）A=3.87ha

２．中淀川中村・前田地区（協和）

４．稲沢本郷野地区（協和）

５．梨木田・田中田山根地区（南外）

８． 一般説明事項

（１）本特別仕様書等に疑義のある事項は契約前に明確にしておかなければならない。

（２）契約後に疑義が生じた場合は双方協議のうえ調査員の指示に従うものとする。

（３）業務の遂行については入念な工程をたて、工期内完成を図ること。

（４）森林所有者の事業同意は得ているが、現地立入りの際は許可を得ること。

（５）各種安全規則・法令を遵守すること。
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１．刈和野一ト鶴・一ト鶴岱地区
（西仙北）

0.000.920.92

(単位：ha)

調査・測量
（森林確認調査・
周辺測量）

森林整備

（下刈） （枝打ち）

合　　計 8.75 8.75 3.87

2.91 2.91 0.00

1.70 1.70 1.70

1.04 1.04 1.04

３．稲沢春木場沢・落合上野地区
（協和）

1.132.18


